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　総務課
　　☎23・5332

1　職員の任免および職員数に関する状況
（１） 職員の採用および退職の状況

令和６年度
退職者数※１

令和７年度
採用者数※２ 増　　減

58人 44人 △14人

※１　 令和６年度中に退職した人数であり、再任用（フル
タイム）職員を含みます。

※２　 令和６年４月２日～令和７年４月１日に採用された
人数であり、再任用（フルタイム）職員を含みます。

（２） 部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区　　分

部　　門

職員数※３
対前年
増減数令和６年 令和７年

普通会計部門 1,169人 1,163人 △６人

公営企業等会計部門 104人 99人 △５人

合計 1,273人 1,262人 △11人
※３　一般職に属する職員数です。

市ホームページ

3　職員の給与の状況

※４　令和６年４月１日現在の普通会計職員数です。　　※５　退職手当を含みません。

職員数※４

（Ａ）
給　　　与　　　費 １人当たり給与費

（Ｂ／Ａ）給　料 職員手当※５ 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

1,169人 4,605,961千円 716,773千円 1,891,848千円 7,214,582千円 6,172千円

（１）職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算）

区　　分 上田市 長野県（令和６年） 国（令和６年）

一般行政職
大学卒 230,500円 206,800円 （一般職）196,200円

高校卒 198,700円 174,600円 166,600円

技能労務職 高校卒 198,700円 170,300円 ―

（３） 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

区　　分 平均年齢 平均給料月額※７

上田市 41.6歳 336,517円

長野県（令和６年） 45.0歳 327,900円

国（令和６年） 42.1歳 323,823円

（２） 職員の平均年齢および平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

①一般行政職※６

区　　分 平均年齢 平均給料月額※７

上田市 43.9歳 329,113円

うち給食員 43.3歳 326,289円

国（令和６年） 51.2歳 288,144円

②技能労務職

※６　税務職、福祉職、企業職などを除いたものです。　　※７　令和７年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均です。

（４）特別職の報酬などの状況（令和７年４月１日現在）

区      分 給料月額など

給料

市長 996,000円

副市長 800,000円

教育長 706,000円

報酬

議長 542,000円

副議長 475,000円

議員 443,000円

期末手当
市長／副市長／教育長 （令和６年度支給割合）

3.45月分議長／副議長／議員

2　職員の人事評価の状況
人材育成と組織内コミュニケーションの活性化を目的として、能力評価、業績評価に基づき、年１回、
全職員を対象に人事評価を実施しています。

（１）分限処分
  　 分限処分とは、公務の能率の維持およびその

適正な運営の確保の目的から、勤務実績の不良、
心身の故障、適格性の欠如などの場合に、地方
公務員法第28条の規定に基づき行う処分を
いいます。令和６年度は、心身の故障による
休職処分を受けた職員が29名でした。

（２）懲戒処分
  　 懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者

としてふさわしくない非行があった場合などに対し、
地方公務員法第29条の規定に基づき行う処分をいいます。
令和６年度は、法令などの違反による停職処分を受けた
職員が１名、職務上の義務違反による減給処分を受けた
職員が１名、同じく戒告処分を受けた職員が３名でした。

5　職員の分限および懲戒処分の状況（令和６年度）

6　職員の服務の状況（令和６年度）

・ 営利企業を営むことを目的とする会社
その他の団体の役員などの地位を
兼ねるもの　０人

・自ら営利企業を営むもの　16人
・ 報酬を得て事業もしくは事務に従事

するもの（統計調査員など）　62人

退職時
職位

退職者
数

再就職
者数

再就職先
市

（再任用など）
市が出資
する法人 民間企業 市町村、

その他の団体
部長級 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

課長級 ３人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

計 ４人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

令和６年度退職者（課長級以上）の再就職の状況
7　職員の退職管理の状況

（１）休業

（２）休暇

育児休業 育児部分休業 自己啓発休業
46人 20人 １人

年次休暇（平均取得日数） 12.4日

介護休暇（取得者数） １人

4　職員の休業・休暇の状況※８

※８　 令和６年度「地方公共団体の勤務条件等に
関する調査」によります。
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コンビニ交付を休止

システムメンテナンスのため、コンビニ
などでの証明発行を休止します。
日時　１月21日㈬ 終日
場所　 イオンリテール、セブンイレブン、

ファミリーマート、ローソン
対象　住民票の写し、印鑑登録証明書

　市民課　☎23・5334

確定申告に伴う
「納付済額のお知らせ」

令和７年１月１日～12月31日に、国民健康
保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
を納付された方へ、確定申告などの社会
保険料控除に使用する納付済額のお知らせ

（はがき）を、１月末に郵送します。お急ぎ
の場合は、電話でお問い合わせください

（本人・同一世帯の方に限ります）。
なお、お手持ちの領収書など（納付書の
本人控え）でも、確定申告に使用できます。

　◦国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
　　　国保年金課　　☎75・7121
　　◦介護保険料
　　　高齢者介護課　☎23・6246
　　◦申告　税務課　☎23・5115

上田税務署での申告相談

１月５日㈪～２月13日㈮は、上田税務署内
に確定申告会場は設けていません。
２月13日㈮以前に所得税・個人消費税・
贈与税の申告相談を希望される場合は、事前
に相談日時などを電話予約してください。
予約が無い場合は対応できませんので、
ご注意ください。

　上田税務署　☎22・1234
（税務課）

「家屋取り壊し届出書」の
提出はお済みですか

令和７年中に家屋の全部または一部を
取り壊した方は、「家屋取り壊し届出書」を
提出してください。届出がないと令和
８年度以降も取り壊した建物に固定資産税
などが課税されることがあります。
なお、年内に法務局で滅失登記を完了
している場合は、届出不要です。
提出期限　１月30日㈮
提出先
　 窓口、豊殿・塩田・川西

地域自治センター、丸子・
真田・武石市民サービス課

申請方法
　 届出書（提出先窓口、市

ホームページにあり）を
郵送または提出先窓口へ。
電子申請も可
　税務課　☎23・8245

　　〒386-8601（住所不要）
　　税務課　家屋係宛

インフルエンザ・新型コロナ
ワクチン定期接種は１月末まで

高齢者のインフルエンザ・
新型コロナワクチン定期接種
を来年１月末まで実施して
います。重症化予防の効果
と副反応のリスクの両方を
理解いただき、接種を検討
してください。詳細は広報
うえだ９月号、市ホーム
ページをご覧ください。
予診票・予約方法
　 市 か ら 予 診 票 は 送 付 し て い ま せ ん。

受付や予約方法は、事前に実施医療機関
へ確認してください。
　健康推進課　☎28・7124

電子申請

届出書

市ホームページ
（インフルエンザ）

市ホームページ
（新型コロナ）

都市計画変更・決定素案の
閲覧と公聴会開催

市では、汚物処理場の変更（廃止）および
ごみ焼却場（資源循環型施設）の決定を予定
しています。皆さんのご意見をお聴きする
ため、素案の閲覧と公聴会を開催します。
素案の内容

◦上田都市計画汚物処理場の変更（廃止）
　（１号 清浄園）
　（２号 上田市家庭用雑排水処理場）
◦上田都市計画ごみ焼却場の決定
　（上田市常磐城および秋和）
閲覧日時・公述の申出
日時　１月16日㈮～２月６日㈮
場所　 窓口
その他
　 申出期間・方法は市ホーム

ページをご覧ください。
公聴会
日時　２月８日㈰ 13：30～
場所　市役所本庁舎２階 202・203会議室
その他
　公述人がいない場合は開催しません。

　都市計画課　☎23・5134

市ホームページ

お知らせ

１２月分
市税などの納期限

●固定資産税・都市計画税 ３期
●国民健康保険税 ６期
●後期高齢者医療保険料 ６期
●介護保険料 ６期

12月25日㈭までの納付をお願い
します。納め忘れのない「口座振替」
がおすすめです。

　収納管理課　☎23・5117

広告欄
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